
保険証廃止に係る事務取扱等の解説
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東京都電機健康保険組合

【事業主・ご担当者向け】

マイナ保険証の利用をお願いします。
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日本の全国民が健康増進や切れ目のない質の高い医療を受けるため、医療分野
のデジタル化、いわゆる医療ＤＸを推進し、保健情報や医療情報を横断的に利活
用することなど、制度の構築に向けた取り組みが進められています。

この医療ＤＸの枠組みとして、マイナンバーカードと保険証の一体化および保
険証廃止が令和6年12月2日に施行され、各医療機関等における健康保険の資格
確認は、保険証利用登録をしたマイナンバーカード、いわゆるマイナ保険証に
よってオンラインで行われることとなりました。

令和6年12月2日以降、保険証の新規交付および再交付は行われず、経過措置
としての保険証が利用可能とされた期間も令和7年12月1日で終了となることで、
今後は本格的にマイナ保険証による医療機関等への受診に切り替わります。

引き続き、適切な事務手続きにご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

～ 用語解説 ～

マイナ保険証

マイナポータルやセブンイレブンのATM、医療機関窓口にあるカー
ドリーダー等でマイナンバーカードの保険証利用登録を行うことで
「マイナ保険証」となり、医療機関等受診時にオンライン資格確認が
行えるようになります。

資格確認書

マイナンバーカードを取得していない方や紛失した方、介助者等の
第三者の補助が必要となる要配慮者など、マイナ保険証を利用できな
い方に交付するものです。この資格確認書を提示することで、医療機
関等で保険診療が受けられます。

資格情報のお知らせ
（資格情報通知書）

健康保険組合へ加入された方に健康保険の記号・番号等の資格情報
をお知らせするものです。
このお知らせは、健康保険の資格情報についてオンライン資格確認へ
の連携が正常に完了したことの通知となります。
※マイナンバーが提出されないなど、オンライン資格確認へ情報連携
できない方へは通知されません。

J-LIS
マイナンバーや、住民基本台帳ネットワークなどに関する事務や、
地方公共団体の情報システムに関する事務を行う組織である、地方公
共団体情報システム機構のことです。

基本5情報
基本5情報とは、漢字氏名、カナ氏名、生年月日、性別、住民票住所
となります。

オンライン資格確認
システム

オンライン資格確認とは、医療機関等において、マイナンバーカー
ドにより健康保険の資格情報を確認するシステムです。当資料では
「オンライン資格確認」と記載します。

中間サーバー
健康保険組合に届出された加入者の資格情報等を情報連携するため
のシステムの総称となります。この中間サーバーとオンライン資格確
認が連携され医療機関等による健康保険の資格確認が行われます。

1. はじめに
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2. 新規加入者にかかる手続き

新たに健康保険組合へ加入する際には、マイナンバーの提出と、マイナンバー
カードの取得および保険証利用登録を行っているかの確認が必要となります。

提出されたマイナンバーについては、資格取得届、被扶養者（異動）届に記載
し、速やかに健康保険組合への提出をお願いいたします。

■新たに採用された社員およびご家族にかかる資格取得届、被扶養者（異動）届
の作成にあたっては次の点にご留意ください。

（１）届出作成時に確認していただくこと

① 資格取得届・被扶養者（異動）届へのマイナンバーの記載
② マイナンバーカードの取得の確認
③ マイナンバーカードの保険証利用登録の確認
※上記①～➂を確認のうえ、資格取得届等を速やかに健保組合へ提出してください。

（２）マイナンバーカードを取得していない方や、保険証利用登録をされて
いない方には、カードの取得や保険証利用登録をご案内いただくようお願
いいたします。

（３）マイナ保険証の準備が間に合わず、やむを得ずマイナ保険証を利用でき
ない方については「資格確認書」の交付が必要なため、資格取得届、被扶
養者（異動）届の「資格確認書発行要否」欄が設けられています。詳しく
は本資料5ページをご覧ください。

＜ポイント＞※マイナンバーカードの取得・マイナ保険証利用登録については、
内定者への案内に含める等、届出作成時にはマイナ保険証の利用登録がされてい
る状態となるよう事前のご案内をお願いします。

そのことにより、資格確認書の交付申請をする必要がなくなり、届出の提出後
すみやかに電機健保の資格でマイナ保険証の利用が可能となります。

＜ポイント＞内定者へに対し健保組合の役割、マイナ保険証の準備などについて
わかりやすく説明したリーフレット及び動画（YouTube）が提供されています
のでご活用ください。

リーフレット
（電機健保HP）

動画
（YouTube）
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マイナンバーを
記入してください。

資格確認書の発行が必要な場合
のみ、チェックをしてください。
（5ページ参照）

＜ポイント＞令和6年12月2日に現在の様式に切り替わりました。【上記、青枠
欄新設】なお、様式はホームページに掲載しています。

（Ⅰ）資格取得届、被扶養者（異動）届

（Ⅱ）電子申請による届出について

電子申請（電子媒体含む）による資格取得届の届出につきましては、「資格確
認書発行要否」欄を追加した新様式により提出してください。
※日本年金機構が提供している「届書作成プログラム」による、「健康保険組合
向け届書データ作成機能」および「仕様チェック機能」にも対応しています。

＜ポイント＞「資格確認書」の交付を受ける必要がある方は、必ず「資格確認書
（再）交付申請書」のPDFを添付してください。
なお複数名いる場合は、複数の「資格確認書（再）交付申請書」を1つのPDF

ファイルとして添付するようお願いいたします。
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（1）マイナンバーを記載した場合

資格取得届、被扶養者（異動）届にマイナンバーの記載がある場合、当組合で
は原則、受付から5日以内にオンライン資格確認へ情報連携を行います。
これ以降、マイナ保険証により医療機関等で保険診療が受けられます。

（正常にオンライン資格確認へ情報連携できた場合に限ります。）

（2） マイナンバーの記載がない場合

入国したばかりの外国籍の社員や新生児等、資格取得届、被扶養者（異動）
届にマイナンバーの記載がない場合はマイナンバー提出のご依頼（督促）をい
たします。一定期間お待ちしても提出がない場合、健保組合では基本5情報によ
りJ-LISにマイナンバーの照会を行います。

①＜J-LISからマイナンバーを取得できた場合＞

J-LISから取得したマイナンバーを登録し、オンライン資格確認へ情報連携を
行います。これにより、医療機関等ではオンライン資格確認が可能となり、マ
イナ保険証により受診が可能となります。

②＜J-LISからマイナンバーを取得できない場合＞

この場合、オンライン資格確認へ情報連携はできず、医療機関等ではマイナ
保険証での保険診療を受けられません。当組合では、引き続きマイナンバーの
提出督促をしつつ、この方に資格確認書を交付します。詳しくは、本資料10
ページ「資格確認書の取り扱い」＜（Ⅲ）有効期間 ② ＞をご覧ください。

＜ポイント＞オンライン資格確認への速やかな情報連携を可能とするため、事
実発生前の健保組合への届出【事前点検】が可能となっています。電機健保で
も内定者について入社日1ヶ月前から受付をしていますのでご活用いただきます
ようお願いします。
※なお事前点検においては取得届へのマイナンバーの記載は必須となってお

りますのでご留意ください。

事業主においては資格取得届、被扶養者（異動）届へのマイナンバーの記載は
省令で定められており、加入する被保険者に対しマイナンバーの提出を求めるこ
とができます。また、提出されたマイナンバーは速やかに健保組合へ提出するこ
ととされています。引き続き、健保組合へマイナンバーの速やかな提出をお願い
します。

（Ⅲ）届書へのマイナンバーの記載 3ページ赤枠欄の解説
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（Ⅳ）「資格確認書発行要否」欄

「

資

格

確

認

書

発

行

要

否

」
欄

チ
ェ
ッ
ク
が
必
要

１ マイナンバーカードを取得していない方

２
マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を
行っていない方

3
マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除を申請した方
（利用登録解除者）

4 マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方

5 マイナンバーカードの返納者

チ
ェ
ッ
ク
は
不
要

６ マイナンバーカードを紛失した方

７ マイナンバーカードを更新中の方

8
マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮
者等に同行して資格確認を補助する必要がある方

3ページ青枠欄の解説

※資格取得届・被扶養者（異動）届の裏面「記入方法」もご参照ください。

資格取得届、被扶養者（異動）届には、「資格確認書発行要否」欄が設けられ
ています。
資格確認書の交付対象となる方は、マイナンバーカードを取得していない方や、

保険証利用登録をされていない方など、マイナ保険証を利用できない方となりま
す。下記「資格確認書」交付要件を確認のうえ交付要件1～5に該当する場合は、
「資格確認書発行要否」欄にチェックしてください。（交付要件6～8に該当す
る場合はチェック不要です。）
また、「資格確認書発行要否」欄のチェックに関わらず、「資格確認書」の交

付を受ける必要がある方は、必ず「資格確認書（再）交付申請書」を添付してく
ださい。（詳細は本資料7ページ以降をご覧ください。）

「資格確認書」交付要件

＜ポイント＞マイナ保険証を有しており、オンライン資格確認を受けることがで
きる方には交付できません。マイナ保険証の利用できる方が資格確認書の交付を
受けた場合は、回収・返納の対象となります。(詳細は本資料11ページをご覧く
ださい）



3. 従来の「保険証」の取り扱い
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（Ⅰ）保険証の廃止および経過措置

令和6年12月2日以降、保険証の新規発行は廃止され、原則、マイナ保険証を
利用した医療機関等への受診に切り替わりました。
（保険証の紛失や氏名の変更があった際の再交付もされません。）
なお、従来の保険証については、令和7年12月1日（1年間）まで利用可能と

する経過措置が設けられましたが、令和7年12月2日には完全廃止となり無効と
なります。

令和7年12月1日まで

令和7年12月1日までに資格を喪失（扶養の削除）
した場合は、保険証を回収します。
資格喪失届（被扶養者（異動）届（削除））に保
険証を添付して返納してください。

＜ポイント＞
保険証を紛失等していた場合で返納できない場合
には、保険証滅失（回収不能）届を添付してくだ
さい。

令和7年12月2日から

経過措置終了後の令和7年12月2日以降、保険証
の回収・返却は不要です。
ご自身で破棄していただくか、健康保険の記号・
番号を確認できるものとしてそのままお持ちいた
だいても結構です。

＜ポイント＞
資格を喪失（扶養の削除）した場合も、無効と
なった保険証を添付していただく必要はありませ
ん。

（Ⅱ）従来の保険証の取扱い

令和7年12月2日の保険証完全廃止後
は、ご自身で破棄していただくか、健
康保険の記号・番号を確認するための
ものとしてお持ちいただくようご案内
ください。



4.「資格確認書」の取り扱い
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医療機関等を受診する際はマイナ保険証によることが原則ですが、マイナン
バーカードをお持ちでないなど、やむを得ずマイナ保険証を利用することができ
ない状況にある方には、「資格確認書」を交付いたします。

（Ⅰ）交付対象者

マイナ保険証を利用することができない状況にある方とは以下の方となります。

交付要件 交付方法

１ マイナンバーカードを取得していない方

＜職権交付＞
月次で対象者を
確認し交付

２
マイナンバーカードを保有しているが保険証利用登録
を行っていない方

３
マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除を申請
した方（利用登録解除者）

４ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方

5 マイナンバーカードの返納者

6 マイナンバーカードを紛失した方

＜申請交付＞
本人による申請

7 マイナンバーカードを更新中の方

8
マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が
要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある
方

＜ポイント＞
◆健保組合には毎月、月末時点の職権交付対象者データが翌月5日頃に中間サー
バーから情報提供されます。
ここで確認できました職権交付対象者（交付要件1～5の対象者）につきまし

ては、毎月10日ごろを目途に職権にて「資格確認書」を発行し送付します。
なお、職権交付対象者であっても、急な通院などで急を要す場合は、「資格確

認書（再）交付申請書」による申請によっても交付をいたします。

◆交付（申請）理由は上の表にあるもののみであり、マイナ保険証を利用できる
方が「念のために」という理由で資格確認書の交付申請することはできません。



※「交付要件」は本資料7ページをご覧ください。
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（Ⅱ）交付契機

（１）新規加入者等に対する随時交付

①

採用時の資格取得届や、新たに被扶養者を追加する被扶養者（異
動）届を提出する際に、マイナ保険証の利用登録状況をご確認のうえ、
交付要件1～5（※）に該当している場合は届書の「資格確認書発行要
否」欄にチェックをし、併せて「資格確認書（再）交付申請書」にて
交付申請をしてください。

②
交付要件6～8（※）に該当している方や、資格確認書の交付を受け

た方が資格確認書を紛失した場合は「資格確認書（再）交付申請書」
により交付申請をしてください。

健保組合に月次で提供される中間サーバーからの情報を確認し、新たに交付要

件1～5（※）に該当する方が判明した場合、毎月10日頃に資格確認書を職権交

付します。
交付した資格確認書は事業主（ご担当者様）宛にお送りさせていただきますの

で、被保険者等への配付をお願いいたします。

（根拠条文）健康保険法施行規則 第47条第5項・第6項

（２）中間サーバーからの情報による月次の職権交付

〈参考〉健康保険法施行規則第47条
第5項 保険者は第二項の規定により申請者（～略～）に資格確認書を交付

しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。
（以下、略）

第6項 前項条文の規定による資格確認書の送付があったときは、事業主は、
遅滞なく、これを申請者に送付しなければならない。

＜ポイント＞新規加入者等の届書の処理時には、健保組合ではマイナ保険証の利
用登録状況が把握できません。そのため資格確認書の交付申請書の添付があった
場合、真に必要な方の利便性を考慮し交付をしています。
但し、月次の情報によりマイナ保険証の利用ができる方に交付していることが

確認できた場合は回収・返納の対象となります。（詳細は本資料11ページをご
覧ください）

※「交付要件」は本資料7ページをご覧ください。
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（３）従来の保険証をお持ちの方等への職権一括交付

令和7年12月1日に従来の保険証の経過措置が終了するため、マイナンバー
カードをお持ちでないなど、マイナ保険証を利用することができない状況にあ
る方には、保険証の経過措置期間が終了する前（令和7年11月）に健保組合にて
資格確認書を一括して交付します。

送付予定時期 令和7年11月中旬

送付対象者

令和7年10月末現在
マイナ保険証の利用登録をしていない方

※すでに資格確認書が交付されている方を除く
※マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れ等により
利用登録が解除された方も含む

送付物 資格確認書（ハガキ型）

封入単位 1つの封筒に世帯ごとにまとめて封入

送付方法

世帯ごとの封筒を、被保険者の番号順に梱包し、事業主宛に
一括して送付

※希望された事業所には「所属コード」ごとの梱包対応を行
います

令和6年 令和7年

11月 12月 1～10月 11月 12月

保険証の経過措置期間
令和6年12月2日～令和7年12月1日

R7.11中旬
資格確認書一括交付

R6.12.2
保険証廃止

R7.10時点の
マイナ保険証未登録者

R7.12.2
保険証完全廃止
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（Ⅲ）有効期間

① 資格確認書の有効期間は原則3年（最長4年、最短1年）となります。

②

例外として、マイナンバーの提出がない方で、資格取得届等の提出か
ら一定の日数が経過してもマイナンバーが提出されず、また、J-LISに
照会をかけてもマイナンバーの取得ができない方へは、有効期間1ヵ月
の資格確認書を職権交付します。

資格確認書更新サイクルイメージ

R6
年

R7
年

R8
年

R9
年

R10
年

R11
年

R12
年

R13
年

R14
年

R15
年

R16
年

1年
目

2
年
目
以
降

R6.12.2
～R7.12.1交付分

※資格確認書の有効期限は3年ごとの一律の日となっています。そのため交付日により
最短1年～最長4年間の有効期間となります。

※任意継続は、喪失予定日と同日の有効期限となります。
※紛失した場合など、再交付時の有効期限は、初回交付時の有効期限のまま交付します。

（下記の年は1月から12月表記）

有効期限
：R10.11.30

R7.12.2
～R9.11.30交付分

R7.11
職権一括交付分

R9.12.1
～R12.11.30交付分

有効期限
：R13.11.30

R12.12.1
～R15.11.30交付分

有効期限
：R16.11.30

－10－

＜ポイント①＞資格確認書は3年に１度の有効期限ごとに更新を行います。更新
時は改めて資格確認書の必要な方を確認のうえ職権にて交付し、事業主宛に送付
いたします。被保険者等へ新しい資格確認書の配付をお願いいたします。
※有効期限切れとなる旧の資格確認書については回収の必要はありません。

＜ポイント➁＞上記、有効期間②に該当する場合の資格確認書の有効期間は1ヵ
月となります。引き続きマイナンバーの提出をご依頼のうえ、1ヵ月が経過して
もマイナンバーの提出がない場合、職権により資格確認書（通常の有効期限のも
の）を交付します。（※この取り扱いは令和7年12月より実施）

＜有効期間例＞
令和6年12月2日から令和9年11月30日までに交付した資格確認書の有効期限は、一律で
令和10年11月30日となります。（最長4年、最短1年）
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（Ⅳ）回収

有効期限前
の資格確認書

①資格喪失、扶養削除となった方の資格確認書は回収して
ください。

②氏名変更等により資格確認書に記載されている事項に変

更が生じた場合は、氏名変更届等と併せて資格確認書を添

付し提出してください。変更後の内容で再交付いたします。

③マイナ保険証を取得し、不要となった資格確認書は回収

してください。

有効期限後
の資格確認書

有効期限が切れた資格確認書は回収不要です。

＜ポイント＞資格確認書交付者一覧表を毎月定期的にお
送りしています。どなたに資格確認書を交付しているか
を一覧表で確認していただき、回収をお願いします。

＜ポイント＞【令和7年6月25日付電子配信にて従前から

の取扱いを変更する旨のご案内をしています】

◆従業員やそのご家族から、マイナ保険証が利用できる

ことにより資格確認書は不要である旨のお申し出があっ

た場合は、資格確認書を回収し、「資格確認書返納用送

付状」を添付のうえ、適用課宛に送付をお願いします。

◆また毎年時期を定め、その時点での回収対象者（資格

確認書の交付を受けた方のうち、マイナ保険証の利用登

録が済んでいる方）の情報をリストで提供し、回収を依

頼することとしています。

※様式「資格確認書 返納用送付状」

電機健保ホームページ

＞ 申請書一覧

＞ 保険証・適用に関する書式

＞ №152

名 名

事業所記号

事 業 所 名

資格確認書　返納用送付状

返納日（送付日） 返納枚数 滅失 回収不能

令和 年 月 名(枚） （合計） 名(枚）日 （本人） 名(枚） （家族）

番号 本人/家族 被保険者氏名 被扶養者氏名
事業所使用欄

回収 滅失
回収不能

（廃棄済）

社会保険労務士の

提出代行者名記入欄 東京都電機健康保険組合（R7.6）

※この送付状と資格確認書を併せて健保組合へ送付ください。

事

業

主

欄

上記のとおり被保険者から資格確認書の返納がありましたので送付します。 受付日付印

事業所所在地

事業所名称

事業主氏名

電 話 番 号
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（Ⅴ）様式

本人（被保険者）

健康保険資格確認書

記号 番号 （枝番）

氏 名

性 別

生 年 月 日

　　　年　　　月　　　日　交付

年　　　月　　　日　

年　　　月　　　日　

保 険 者 名 称

資格取得年月日

有 効 期 限

保 険 者 番 号

年　　　月　　　日　

印

　

【　心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球　】

署名年月日： 年 月 日

本人署名（自筆）：

家族署名（自筆）：

3．私は、臓器を提供しません。

備　考

住　所

〔特記欄：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

《１又は２を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、×を

つけてください。》

1．私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植

　の為に臓器を提供します。

2．私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供

　します。

※　以下の欄に記入することにより、臓器提供に関する意思を表

示することができます。記入する場合は、１から３までのいずれ

かの番号を〇で囲んでください。

※資格確認書に使用するハガキ型の用紙、およびA4サイズ用紙には複製防止
措置を施しています。

資格確認書の様式は2種類存在します。

家族の場合
「家族（被扶養者）」

家族の場合
「被保険者氏名」を表示

＜有効期間3年＞
通常のもの

ハガキ型（厚紙）

＜有効期間1ヵ月＞ Ａ４版サイズ（普通紙）

※＜有効期間1ヵ月＞の取り扱いについては、本資料10ページ
有効期間②をご覧ください。
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（Ⅵ）資格確認書（再）交付申請書

＜ポイント＞
※申請理由欄を必ず記載するようお願いします。

※実際にはマイナ保険証の利用登録を行っているにもかかわらず、一律に
「２：マイナンバーカードを持っているが健康保険証利用登録をしてい
ないため」として申請されるケースが判明しています。申請理由の確認
を適切に行っていただきますようお願いします。

※申請理由は理由欄に示された１～９のみで、マイナ保険証を利用できる方
が念のため」という理由で申請することはできません。

マイナンバーカードをお持ちでないなど、マイナ保険証を利用することができ
ない状況にある方で、本資料5、7ページ「交付要件」に該当する方は、「資格
確認書（再）交付申請書」により申請してください。
なお、資格取得届、被扶養者（異動）届の「資格確認書発行要否」欄にチェッ

クした場合も、必ず「資格確認書（再）交付申請書」を添付してください。
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（Ⅶ）マイナ保険証利用登録の解除申請

＜ポイント＞マイナ保険証利用登録の解除申請をした場合、マイナ保険証による
医療機関等への受診ができなくなりますので、併せて「資格確認書（再）交付申
請書」を提出し資格確認書の交付を受けてください。

何らかの理由により止むを得ずマイナ保険証利用登録の解除を申請する方には、
「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」を健保組合へ提出す
るようご案内してください。



5.「資格情報のお知らせ」の取り扱い
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「資格情報のお知らせ」は令和6年12月2日以降、新たに加入された方に随時
交付しています。（※）
「資格情報のお知らせ」は、健康保険の被保険者記号、番号など資格情報をお

知らせするものです。
通知された方は、「健康保険の資格情報がオンライン資格確認へ情報連携が正

常に完了した方」となり、マイナ保険証の利用登録がされていれば「マイナ保険
証」の利用が医療機関等で可能となったことの通知となります。
なおマイナンバーの提出がないなど、オンライン資格確認への情報連携が完了

できない方へは交付されません。

（Ⅰ）「資格情報のお知らせ」の役割

①
保険証廃止後、健保組合への保険給付の申請や、健康診断のお申込み

など各種申請をする際に必要となる「健康保険の記号・番号」等の資格
情報を確認していただくためのお知らせです。

②
医療機関等にカードリーダーがない場合や機器の不具合等でマイナ保

険証が読み取れない場合に、マイナ保険証と併せてこのお知らせを提示
することで医療機関等での保険診療の受診が可能となります。

＜ポイント①＞健康保険の資格情報はマイナポータルでも確認できます。マイナ
ポータルへログインし健康保険資格情報（PDF）をダウンロードしていただくこ
とで同じ情報が閲覧可能です。

＜ポイント②＞令和7年8月から当健保組合のマイヘルスウェブでも資格情報を
確認できるようになりました。

＜ポイント➂＞マイナ保険証の利用登録をしておらず資格確認書の交付を受けて
いる方でも、マイナンバーが提出されオンライン資格確認へ情報連携が完了した
場合は、「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナンバーカードの保険証利
用登録など必要な手続きを行っていただき、マイナ保険証の利用に切り替えをお
願いします。

※令和6年12月前からの加入者には、令和6年8月または12月に事業主宛に送付しています。
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（Ⅱ）「資格情報のお知らせ」様式

配付

お届けいただいた資格取得届、被扶養者(異動)届によりオン
ライン資格確認へ情報連携を行います。この情報連携が正常に
完了した方の資格情報のお知らせを送付します。
用紙左上に記載あります被保険者へ（被扶養者分がある場合

は、そちらも含め）配付していただくようお願いいたします。

回収
「資格情報のお知らせ」では医療機関等を受診できませんの

で、資格喪失時や扶養削除時に回収する必要はございません。
ご自身で破棄いただくよう、ご案内してください。

再交付

「資格情報のお知らせ」を紛失等した場合や氏名変更があった
場合でも、原則、再交付はいたしません。
マイナポータルからダウンロードいただくか、またはマイヘ

ルスウェブにより資格情報の確認をお願いします。

＜ポイント＞「資格情報のお知らせ」は、マイナポータルやマイヘルスウェブで
確認できることから、原則、再交付はいたしませんが、スマホを所持していない
など、マイナポータル等をご利用できない場合には、「資格情報のお知らせ交付
申請書」により申請してください。再交付いたします。

※「資格情報のお知らせ」
は左下の切り取り部分を
切り取って携帯できます。



－17－

（Ⅰ）各証の取り扱い

高齢受給者証

70歳以上の高齢者は、自身の報酬等によって医療
機関窓口での負担割合が変わってくることから、
これを示すための証となります。ハガキ型の用紙
で交付いたします。
【マイナ保険証利用登録者は不要】

限度額適用認定証

入院などで医療費が高額となる場合に、医療機関
窓口において、自己負担の限度額の支払いで済ま
すための証となります。
【マイナ保険証利用登録者は不要】

限度額適用標準負担額
減額認定証

低所得に該当する方（非課税者）が入院した場合
に、食事費用の標準負担額を減額するための証と
なります。
【マイナ保険証利用登録者は、電機健保へ申請書
の提出のみ必要 上記※】

特定疾病療養受療証

特定疾病（血友病、ＨＩＶ，慢性腎不全）の認定
を受けた方に、医療機関窓口負担を一定額にする
ための証となります。
【マイナ保険証利用登録者は、電機健保へ申請書
の提出のみ必要 上記※】

マイナ保険証を利用できない方については、上記についてはこれまでと同様の
交付申請手続きが必要となります。必要に応じて各証の申請書により健保組合へ
申請をしてください。
なお、高齢受給者証についてのみ、70歳到達月に健保組合から職権で交付し

ます。（生年月日が1日の場合は、誕生月の前月に交付）

下記各証については、マイナ保険証をご利用した場合、申請等の手続きが不要
となり、また、複数の証を持ち歩く必要なく、スムーズな医療機関への受診がで
きます。被保険者等へは、この取り扱いを広く周知いただき、マイナ保険証の利
用をいただくよう是非ご案内ください。

＜ポイント＞マイナ保険証を利用する方には、70歳到達時に、医療機関等の窓
口における負担割合のご案内として、「資格情報のお知らせ」を送付します。

※「限度額適用標準負担額減額認定証」及び「特定疾病療養受療証」について、マイナ保
険証利用により医療機関で情報を確認するためには、事前に健保組合にて情報を登録する
必要があります。これまで同様「健康保険標準負担額減額申請書」「特定疾病療養受療証
交付申請書」を提出いただく必要がありますのでご注意ください。

6. その他
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（Ⅱ）保険給付の各種申請

傷病手当金など各種保険給付の申請については、これまでと同様、申請書には
被保険者の記号と番号の記載をいただきます。
記号、番号については「資格情報のお知らせ」に記載しているほか、マイナ

ポータルやマイヘルスウェブでも確認が可能です。
健保組合への各種申請やお問い合わせの際には、「資格情報のお知らせ」等で

記号・番号をご確認ください。

＜ポイント＞令和6年12月2日以降、保険給付の各種申請書には、マイナンバー
の記載欄を設けています。保険給付の申請については、原則、被保険者の記号、
番号の記載となりますが、記号、番号がわからない場合はマイナンバーによる申
請も可能となります。

（Ⅲ）保健事業の各種申請

保養所の利用申込、健康診断の受診予約など、保健事業の各種申請書には、こ
れまでと同様、被保険者の記号と番号の記載をしていただきます。
記号、番号については、「資格情報のお知らせ」に記載しているほか、マイナ

ポータルやマイヘルスウェブでも確認が可能です。
保健事業の各種申請やお問い合わせの際には、「資格情報のお知らせ」等で記

号・番号をご確認ください。

＜ポイント＞これまで、契約施設やスポーツジム等をご利用する際、保険証の提
示を求められる場合がありましたが、今後は「資格情報のお知らせ」や「資格確
認書」（お持ちの方のみ）を提示することで、健保組合への加入を確認すること
となります。なお、マイナポータルや、マイヘルスウェブから健康保険の資格情
報をスマホにダウンロードし、そちらを提示することでも健保組合の資格情報が
確認できますので、ぜひ活用をお願いします。



－19－

（Ⅰ）新規加入者にかかる手続き関係

QⅠ-1.資格取得届、被扶養者（異動）届の様式は変更となったのですか？

AⅠ-1.様式は令和6年12月２日から変更されています。
資格取得届、被扶養者（異動）届には、「資格確認書発行要否」欄が追加さ

れています。届書裏面の記入方法を確認のうえ、必要に応じて記載してくださ
い。なお、「資格確認書発行要否」欄のチェックに関わらず、「資格確認書」
を必要とする場合は、併せて「資格確認書（再）交付申請書」の提出もお願い
します。

QⅠ-２.新規加入者の手続きには事前に何を確認する必要がありますか？

AⅠ-２.新たに加入手続きをされる場合には、お名前、マイナンバー、性別、生
年月日、住民票住所など資格取得届（被扶養者（異動）届）の必要記載事項を
確認し、また、資格確認書の要否を確認するため、マイナンバーカードの取得
の確認、マイナンバーカードの保険証利用登録の確認など、資格確認書の交付
要件に該当するか確認してください。
※被扶養者の認定については、これまでと同様、認定に必要な添付書類もご準
備ください。

QⅠ-3.マイナンバーカードを取得していない、マイナンバーカードを保険証利
用登録をしていないなど、マイナ保険証が利用できない状況の方は、どのよう
な手続きが必要ですか？

AⅠ-3.本人に「資格確認書（再）交付申請書」を記入していただき、事業主に
おいて記載事項をご確認のうえ提出してください。また、資格確認書の交付要
件1～5（本資料5，7ページ）に該当する方は、資格取得届または被扶養者（異
動）届の「資格確認書発行要否」欄をチェックし、資格確認書の交付要件6～8
に該当する方は、「資格確認書発行要否」欄のチェックはせず、届出してくだ
さい。
なお、毎月中間サーバから提供される情報により、新たに資格確認書の交付

要件1～5に該当することが確認された方には、職権にて交付します。詳しくは、
本資料7～8ページをご覧ください。

７. 保険証廃止にかかるFAQ
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QⅠ-4.取得届、被扶養者（異動）届にマイナンバーを記載した場合、いつから
オンライン資格確認ができますか？

AⅠ-4.健保組合では、届出を受け付けた日から、原則5日以内にオンライン資
格確認へ情報連携を行い、情報連携の完了後に「資格情報のお知らせ」を事業
主経由で送付します。「資格情報のお知らせ」が届いた方は、マイナ保険証の
利用登録をしていれば、受診時にオンライン資格確認が可能な方となります。
なお、情報連携完了後は、マイナポータルでも資格情報の確認が行えます。

登録された健康保険の資格情報を事前に確認するようお願いします。

QⅠ-5.本人にマイナンバーの提出を依頼していますが提出されません。どうな
りますか？

AⅠ-5.引き続きマイナンバーの提出をご本人へ依頼してください。
健保組合では、マイナンバーの提出依頼（督促）をいたしますが、一定期間ご
提出がされない場合、基本5情報によりJ-LISにマイナンバーの照会を行います。

＜J-LISよりマイナンバーが取得できた場合＞
取得できたマイナンバーを登録し、これによりオンライン資格確認へ情報連

携を実施します。正常に情報連携できた場合、「資格情報のお知らせ」を通知
し、情報連携が完了したことをご案内いたします。
なお、本人へは引き続きマイナンバーの提出を依頼していただき、提出され

た際には、健保組合への個人番号届の提出をお願いします。
（健保組合では、提出されたマイナンバーとJ-LISから取得したマイナンバーに
相違がないか確認を行います。）

＜J-LISよりマイナンバーが取得できない場合＞
J-LIS照会によってもマイナンバーが取得できなかった方は、オンライン資格

確認が行えない状態となります。この方には例外として、職権により「資格確
認書」（有効期間1ヵ月）を交付します。（詳しくは、本資料10ページをご覧
ください。）
この期間内にもマイナンバーの提出がない場合は改めて通常の資格確認書を

月次で職権にて交付いたします。
なお、本人へは引き続きマイナンバーの提出を依頼していただき、提出され

た際には、健保組合への個人番号届の提出をお願いします。
※事業主においては資格取得届、被扶養者（異動）届へのマイナンバーの記

載は省令で定められており、加入する被保険者にマイナンバーの提出を求める
ことができます。
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（Ⅱ）「マイナ保険証」関係

QⅡ-1.マイナ保険証を推奨する理由は何ですか？

AⅡ-1.電機健保ではマイナ保険証の利用を推奨しておりますが、その理由は主
に次のとおりです。
◆健康・医療情報に基づく質の高い医療が受けられる
◆医療費が高額になった際、限度額適用認定証の申請をしなくても高額療養費
の限度額以上の窓口負担がしなくて済む

◆救急時において、適切な応急処置や搬送先医療機関の選定に活用できる
◆確定申告の際、マイナポータルから医療費控除の申請が簡単になる
◆就職・転職・引越後もそのまま保険証として利用できる

QⅡ-2.マイナ保険証の利用登録をしたら、そのままずっと保険証として使えま
すか？

AⅡ-2. マイナンバーカードの保険証登録をすることによって、就職、転職、転
居したときも、そのまま同じマイナンバーカードで保険証として使用できます。

※但し、次の事項にご注意ください
◆マイナンバーカードの電子証明書の有効期限はカードの発行から５回目の誕
生日までとなっており、有効期限が到来したにもかかわらず電子証明書の更新
手続きをしないと、マイナ保険証としても利用できなくなってしまいます。お
住まいの自治体からマイナンバーカードの電子証明書の更新案内（有効期限通
知書）が届いた方は、必ず更新手続きをしていただくようご案内ください。

◆転居の際に自治体で手続きをするときは、必ずマイナンバーカードをお持ち
になり、住所変更手続きをするようご案内ください。特に市外からの転入の際
に転入届が遅れたり、マイナンバーカードの継続利用手続きを行わないと、マ
イナンバーカードの電子証明書が失効してしまい、保険証としても利用できな
くなってしまいます。

QⅡ-3.スマートフォンをマイナ保険証として利用できるようになったのです
か？

AⅡ-3.健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードをスマートフォンに
追加することで、スマートフォンをかざして医療機関・薬局で利用できるよう
になります。なお令和7年9月中旬頃から機器の準備の整った医療機関・薬局で
順次、利用可能となっています。
事前準備としては、通常のマイナ保険証と同様、マイナポータルやセブン銀

行ATMでマイナンバーカードの保険証利用登録を行う必要があり、そのうえで
マイナポータルでマイナンバーカードをスマートフォンに追加する手続きを行
うこととなります。詳細は厚生労働省ホームページ等でご確認願います。
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（Ⅲ）従来の「保険証」関係

QⅢ-1.従来の保険証はいつまで利用できますか？

AⅢ-1.令和6年12月1日以前に交付された保険証について、経過措置により利
用可能とされた期間は令和7年12月1日で終了します。令和7年12月2日以降は
利用できません。

QⅢ-2.保険証を回収する必要はありますか？

AⅢ-2. 従来の保険証については、令和7年12月2日に無効となりますが、回収
や電機健保へ返納いただく必要はありません。
なお、令和7年12月1日までの間に資格を喪失または扶養の削除となった場合

には回収が必要となります。資格喪失届、被扶養者（異動）届（削除）の提出
の際には、保険証を添付するようお願いします。
令和7年12月2日以降は資格を喪失または扶養の削除となった場合でも回収の

必要はありません。
※本資料6ページをご参照ください。
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（Ⅳ）「資格確認書」関係

QⅣ-1. 「資格確認書」とは何ですか？

AⅣ-1. 「資格確認書」は、マイナンバーカードを取得していない方など、やむ
を得ずマイナ保険証を利用することができない状況にある方に交付するもので、
医療機関を受診する際に提示することで保険診療が受けられます。

QⅣ-2.マイナ保険証を利用することができない状況とは、どんな状況ですか？

AⅣ-2.マイナ保険証を利用することができない状況とは以下になります。

※マイナ保険証を利用できる方が「念のため」という理由で交付申請をする
ことはできません。（後日回収を依頼させていただきます）

※詳しくは、本資料5，7ページをご覧ください。

QⅣ-3. 健保組合では、マイナ保険証を利用することができない方の確認はでき
るのですか？

AⅣ-3. 健保組合では、「資格確認書」の交付要件1～5に該当する方を、毎月
中間サーバから提供されるデータで確認しています。新たに「資格確認書」の
交付要件1～5に該当する方で、資格確認書の交付を受けていない方が判明した
場合は、職権にて「資格確認書」を交付いたします。詳しくは、本資料7～8
ページをご覧ください。
健保組合から「資格確認書」が届いた際には、被保険者等への配付をお願い

いたします。

１ マイナンバーカードを取得していない方

２ マイナンバーカードを保有しているが保険証利用登録を行っていない方

３ マイナ保険証の利用登録解除を申請した方

４ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方

５ マイナンバーカードの返納者

６ マイナンバーカードを紛失した方

７ マイナンバーカードを更新中の方

8
マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補
助する必要がある方
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QⅣ-4. 「資格確認書」はどのような材質、サイズで交付されますか？

AⅣ-4. 「資格確認書」には次の2種類があり、それぞれ複製防止の措置を施し
た用紙を使用しています。
①有効期間原則3年の「資格確認書」：【ハガキ型・厚紙】
②有効期間1ヵ月の「資格確認書」：【A4サイズ、普通紙】
※上記②は例外的な取り扱いとなります。詳しくは本資料10ページをご覧くだ
さい。

QⅣ-5. 「資格確認書」の有効期限はどうなりますか？

AⅣ-5.「資格確認書」の有効期限は、原則3年（最長4年、最短1年）となりま
す。なお、例外として、マイナンバーが提出されず、J-LISからもマイナンバー
が取得できない方には、有効期間1ヵ月の「資格確認書」を交付します。
詳しくは、本資料10ページをご覧ください。

QⅣ-6.「資格確認書」の有効期限が近くなりましたが、引き続き必要な場合に
何か手続きは必要ですか？

AⅣ-6.有効期限が切れるタイミングにおける更新（再交付）については、
①資格確認書の交付要件1～5に該当する方：中間サーバーからの情報により健
保組合で「資格確認書」の要否を確認し、引き続き必要な方には有効期限が切
れる前に職権にて再度交付し、事業主宛に送付いたします。健保組合より「資
格確認書」が届きましたら、被保険者等への配付をお願いします。なお、有効
期限が切れた「資格確認書」はご自身で破棄していただくようご案内してくだ
さい。

②資格確認書の交付要件6～8に該当する方：健保組合では資格確認書が必要か
否かを把握することができません。引き続き「資格確認書」が必要な場合には、
交付要件（6～8の申請理由）に該当していることを確認のうえ、「資格確認書
（再）交付申請書」により申請してください。

QⅣ-7. 資格を喪失または扶養から削除となった場合、「資格確認書」は回収す
る必要はありますか？

AⅣ-7. 資格確認書の有効期限前に資格喪失または扶養削除となった場合、「資
格確認書」については、医療機関への無資格受診（不正利用）を防止するため、
回収のうえ資格喪失届または被扶養者異動届への添付が必要です。
なお、有効期限が切れた「資格確認書」をお持ちの場合、回収は不要です。
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QⅣ-8. 「資格確認書」の交付を受けている人の把握はどうすればいいですか？

AⅣ-8. 「資格確認書」を交付している対象者の一覧表を定期的にお送りしてい
ます。
資格喪失時等、「資格確認書」の回収が必要な場合において、「資格確認

書」の交付を受けている方かを確認いただく際に、ご活用ください。

QⅣ-9. マイナ保険証を保有している方が、「資格確認書」の交付を受けること
はできますか？

AⅣ-9.マイナ保険証を保有している方は、医療機関等においてオンライン資格
確認を受けることができる状況となりますので、「資格確認書」の交付対象と
はなりません。
また「念のため」に保有しておきたいという理由でも申請はできません。資

格確認書の交付を受けた後でマイナ保険証の利用登録をしていることを確認で
きた場合は、回収のうえ電機健保へ返納してください。
※返納の際の送付状は電機健保ホームページに掲載しています【申請№152】

QⅣ-10. 「資格確認書」の交付を受けている方が、マイナ保険証の利用ができ
るよう手続きをしました。「資格確認書」を回収する必要はありますか？

AⅣ-10.「資格確認書」を回収し電機健保に返納をお願いします。本人へマイ
ナ保険証を利用するようご案内してください。
※返納の際の送付状は電機健保ホームページに掲載しています【申請№152】

QⅣ-11.「資格確認書」を紛失しました。再交付できますか？

AⅣ-11.「資格確認書」は、「資格確認書（再）交付申請書」を申請いただく
ことで、再交付いたします。なお、再交付した際の有効期限は、当初交付した
「資格確認書」の有効期限と同じになります。

QⅣ-12.マイナ保険証の利用登録の解除はできますか？

AⅣ-12.何らかの事情でマイナ保険証の利用登録を解除する場合は、「マイナ
ンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」により申請をいただくこと
で、申請のあった翌月末に保険証の利用登録が解除となります。なお、当該申
請を行うとマイナ保険証の利用ができなくなることから、併せて、「資格確認
書（再）交付申請書」により「資格確認書」の交付を受けてください。
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Ⅴ.「資格情報のお知らせ」関係

QⅤ-1. 「資格情報のお知らせ」とは何ですか？

AⅤ-1.健康保険の資格を簡易に確認するためのもので、健康保険組合への保険
給付の申請や、健康診断、保養施設のお申込み等をする際に必要となる被保険
者記号、番号の確認ができます。また、オンライン資格確認が行えない医療機
関等においては、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」をセットで提示する
ことで、保険診療が受けられます。

QⅤ-2.「資格情報のお知らせ」は加入者全員に送付されますか？

AⅤ-2.「資格情報のお知らせ」は、マイナンバーの提出がされ、健康保険の資
格情報がオンライン資格確認へ正常に情報連携が完了した方に送付いたします。
マイナ保険証の利用登録をしている方は、このお知らせをもって、医療機関等
でマイナ保険証の利用が可能となったことの通知となります。

QⅤ-3.「資格情報のお知らせ」を切り取り、持ち歩く必要はありますか？

AⅤ-3.「資格情報のお知らせ」は、台紙左下の切り取り部分を切り取ってマイ
ナンバーカードと一緒に携帯してください。
なお、健康保険の資格情報はマイナポータルでも確認できます。事前にマイナ
ポータルへログインし、健康保険の資格情報PDFをスマホにダウンロードした
方は、これを提示することで資格確認が行えますので、紙の「資格情報のお知
らせ」を携帯する必要はありません。
また、マイヘルスウェブでも健康保険の資格情報PDFをダウンロードできま

す。

QⅤ-4.資格を喪失または扶養から削除となった場合、「資格情報のお知らせ」
を回収する必要はありますか？

AⅤ-4. 「資格情報のお知らせ」を回収する必要はありません。

QⅤ-5. 「資格情報のお知らせ」を紛失しました。再交付できますか？

AⅤ-5. 「資格情報のお知らせ」を紛失等した場合や氏名変更があった場合でも、
原則、再交付はいたしません。マイナポータルからダウンロードいただくか、
またはマイヘルスウェブにより資格情報の確認をお願いします。
なお、スマホを所持していないなど、マイナポータル等をご利用できない場

合には、「資格情報のお知らせ再交付申請書」により申請いただくことで再交
付いたします。
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Ⅵ.その他関係

QⅥ-1.マイナ保険証を利用して受診しています。高額な医療費がかかりそうで
すが、限度額適用認定証の申請は必要ですか？

AⅥ-1.マイナ保険証で受診する場合、「限度額適用認定証」の申請は不要です。
医療機関では、マイナ保険証によりオンライン資格確認にて健康保険の資格情
報と併せて限度額の適用区分も確認ができます。
同様に、マイナ保険証を利用いただくことで「高齢受給者証」の提示も不要

となります。
なお、「限度額適用標準負担額減額認定証」及び「特定疾病療養受領証」に

ついては、事前に健保組合での情報登録が必要となるため、マイナ保険証を利
用している場合でも、これまでどおり「健康保険標準負担額減額申請書」「特
定疾病療養受療証交付申請書」を電機健保に提出してください。
※マイナ保険証利用登録者には認定証や受療証の交付はいたしません。

QⅥ-2.70歳に到達した社員がいます。高齢受給者証はこれまでと同様、送られ
てきますか？

AⅥ-2.マイナ保険証で受診することで、医療機関等では負担割合の確認ができ
るため、マイナ保険証の利用登録をしている方は高齢受給者証は不要となり交
付されません。
なお、マイナ保険証を利用することができない方（利用登録がない方）には、

これまでと同様、70歳に到達した月に送付します。
（生年月日が1日の場合は、誕生月の前月に送付します。）
詳しくは、本資料17ページをご覧ください。

QⅥ-3.健保組合への問い合わせや、各種申請をする際に必要となる被保険者の
記号、番号はどこで確認できますか？

AⅥ-3.被保険者の記号・番号等の健康保険の資格情報は、お送りしています
「資格情報のお知らせ」、またはマイナポータルの健康保険資格情報で確認で
きます。
※マイヘルスウェブでも、健康保険の資格情報の確認が可能です。



～ 最 後 に ～

令和6年12月2日に保険証は廃止（新規発行停止）さ
れ、それまでに発行された保険証についても令和7年
12月2日に経過措置が終了することで完全廃止となり
ます。一方でスマートフォンのマイナ保険証としての
利用環境も整備されつつあるなど、今後マイナ保険証
による受診がさらに普及していくものと考えられます。

当組合では、多くの加入者にマイナ保険証のメリッ
トを受けていただくため、機関紙「KENPOだより」の
特集記事、ホームページの「マイナンバー特設ペー
ジ」や、マイナンバー関係の各種リーフレットを配布
するなど、保険証廃止及びマイナ保険証への切り替え
に合わせたご案内により、ご理解をいただけるよう努
めております。

事業主、ご担当者様においては、マイナ保険証の利
用促進にご理解をいただき、社内イントラネット等を
活用した被保険者等への周知、またマイナ保険証の利
用登録をされていない方へのお声掛けについて、ご協
力を賜りますよう、お願い申し上げます。


